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経済財政運営と改革の基本方針2014（抄） 
平成26年６月24日 閣議決定 

法人税改革 
 

 日本の立地競争力を強化するとともに、我が国企業の競争力を高めることとし、その一環として、法

人実効税率を国際的に遜色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に重点を置いた法人税改革に

着手する。 

 そのため、数年で法人実効税率を20％台まで引き下げることを目指す。この引下げは、来年度から開

始する。 

 財源については、アベノミクスの効果により日本経済がデフレを脱却し構造的に改善しつつあること

を含めて、2020 年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を確保するよう、課税ベースの拡大等によ

る恒久財源の確保をすることとし、年末に向けて議論を進め、具体案を得る。 

 実施に当たっては、2020 年度の国・地方を通じた基礎的財政収支の黒字化目標達成の必要性に鑑み、

目標達成に向けた進捗状況を確認しつつ行う。 
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「日本再興戦略」改訂２０１４ －未来への挑戦－ （抄） 
平成26年６月24日 閣議決定 

マイナンバー制度の積極的活用等 
 

 2016年１月に予定されているマイナンバー制度の利用開始や、2017年１月を目途とされている情報提

供等記録開示システム（いわゆる「マイ・ポータル」）の整備に向けた取組を加速する。 

 マイナンバー制度に合わせて導入される個人番号カードについて、公的サービスや資格証明に係る

カードとの一体化など、国民への普及に向けた取組について検討を進め、個人番号カードの交付が開始

される2016年１月までに方向性を明らかにする。 

 また、金融、医療・介護・健康、戸籍、旅券、自動車登録などの公共性の高い分野を中心に、個人情

報の保護に配慮しつつ、マイナンバー利用の在り方やメリット・課題等について検討を進め、今年度中

にマイナンバーの利用範囲拡大の方向性を明らかにする。 

 さらに、2016年から利用が開始される法人番号について、行政機関等での利用を進めるとともに、行

政機関等が保有する自らの法人情報の検索・参照や各種電子手続を可能とする「法人ポータル」の運用

を2017年１月から開始する。 
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経済財政運営と改革の基本方針2014（抄） 
平成26年６月24日 閣議決定 

女性の活躍、男女の働き方改革 
 

 女性が輝く社会を目指す。そのため、男女の働き方に関する様々な制度・慣行や人々の意識、ワー

ク・ライフ・バランスを抜本的に変革し、男女が意欲や能力に応じて労働参加と出産・育児・介護の双

方の実現を促す仕組みを関係者で議論し構築していく。 

 女性の活躍を推進するため、女性の活躍を支える社会基盤となる取組を進めるとともに、役員・管理

職等への女性の登用促進の目標達成に向けた情報開示の促進や公共調達の活用等の取組、仕事と子育て、

介護の両立を進める企業への支援、女性のライフステージに対応した支援等を進める。さらに、税制・

社会保障制度等について、女性の働き方に中立的なものにしていくよう検討を進める。 
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「日本再興戦略」改訂２０１４ －未来への挑戦－ （抄） 
平成26年６月24日 閣議決定 

働き方に中立的な税制・社会保障制度等への見直し 
 

 日本再興戦略では、「女性の活躍推進」の項目において、「働き方の選択に関して中立的な税制・社
会保障制度の検討を行う」こととし、税制面では、本年３月以降、政府税制調査会において、女性の働
き方の選択に対して中立的な税制の検討を行ってきた。 
 働き方の選択に対してより中立的な社会制度を構築するためには、幅広く総合的な取組が不可欠であ
る。このため、少子高齢化の進展や共働き世帯の増加などの社会経済情勢の変化の下、女性の活躍の更
なる促進に向け、税制、社会保障制度、配偶者手当等について、経済財政諮問会議で年末までに総合的
に検討する。 
 

・税制について 
  税制面では、自民党・日本経済再生本部の提言や政府税制調査会におけるこれまでの議論を踏ま  
 え、女性の働き方に対してより中立的な制度とする方策について、経済財政諮問会議と連携しつつ、 
 引き続き政府税制調査会において幅広く検討を進める。 
 

・社会保障制度について 
  社会保障制度については、（中略）、経済財政諮問会議における議論を踏まえつつ、社会保障制 
 度の持続可能性を高める観点や、女性の生き方・働き方に対してより中立的な制度の構築という観 
 点を明示的に踏まえた上で、被用者保険の適用拡大や給付・負担の在り方等を含む包括的な検討を 
 着実に進める。 
 

・配偶者手当の見直しについて 
  配偶者を持つ従業員に対し、手当を支給する事例も見られ、結果的に女性の就労を抑制している 
 場合があるとの指摘があることに鑑み、経済財政諮問会議において人事院等に情報提供等の協力を 
 要請しながら議論を深め、配偶者に対する民間及び公務員の手当の在り方について検討を進める。 
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※　平成26年５月13日　経済財政諮問会議専門調査会
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タイプライターテキスト
「選択する未来」委員会　中間整理（内閣府）
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